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第８回農業委員会総会議事録

１ 開催日時 令和３年８月19日（木） 午後２時から午後２時33分まで

２ 開催場所 秋田市役所正庁

３ 委員定数 19人

４ 出席農業委員 18人

１番 佐々木 英 久 ２番 武 藤 真 作

３番 関 正 美 ４番 鈴 木 昇

６番 相 場 堅 一 ７番 佐々木 繁 明

８番 安 田 友 一 ９番 白 岩 勝

10番 柴 田 ますみ 11番 鎌 田 悦 雄

12番 佐々木 和 昭 13番 齊 藤 善 彦

14番 藤 田 修 15番 加 藤 淳

16番 三 浦 宏 和 17番 伊 藤 洋 文

18番 佐々木 吉 秋 19番 加賀屋 慎 一

５ 欠席農業委員

５番 星 容 子

６ 議事日程

第１ 議事録署名委員の指名

第２ 会期決定

第３ 会務報告

第４ 議案第31号 農用地利用集積計画(令和３年度第５号)に関する件

７ 事務局職員

事務局長 小山田 邦 子 参 事 加 藤 康 則

副 参 事 伊 藤 弘 副 参 事 住 谷 真 人

主席主査 中 村 至 主席主査 勝 田 茂 満

技 師 小 林 素 子 会計年度 藤 坂 徹

８ 書 記

主席主査 稲 葉 隆

９ 議事録署名委員

９番 白 岩 勝 10番 柴 田 ますみ
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10 議 事

事 務 局 ただ今から、令和３年第８回農業委員会総会を開会いたします。

( 加 藤 参 事 ) なお、欠席の届出がありましたのでご報告いたします。５番星容子委員

の１名でございます。委員定数19名中、18名の出席となっており、総会の

出席委員は定足数に達していますので、総会は成立していることをご報告

いたします。

会長ごあいさつの前に、本日お手元に配付しております書類の確認をお

願いいたします。

《配付書類の確認》

本日は、現在、インターンシップ制度の研修生として事務局で研修して

いる、●●●大学●●●年●●●さんが出席しております。どうかよろし

くお願いします。

今回も新型コロナウイルス感染リスク軽減のため、総会での報告および

説明は簡潔にして会議時間の短縮を図りますとともに、マスクの着用や定

期的な換気の実施につきまして、ご理解とご協力をお願いいたします。

それでは、会長より、ごあいさつと議事の進行をよろしくお願いいたし

ます。

佐 々 木 吉 秋 会 長 【会長あいさつ】

議 長 それでは、第８回農業委員会総会の議事日程に従いまして、議事を進行

させていただきます。

はじめに、日程第１の「議事録署名委員の指名」でございますが、慣例

で議席順に指名しておりますので、私の方から指名してご異議ございませ

んか。

一 同 異議なし。

議 長 「異議なし」の声がございますので、９番白岩勝委員、10番柴田ますみ

委員にお願いいたします。

次に、日程第２の「会期決定」の件でございますが、慣例に従いまして、

私の方から申し上げますので、これにご了承願います。会期は１日間とし、

午後４時までといたします。

それでは、日程第３の「会務報告」に入らせていただきます。

はじめに、会務報告１の「農地利用最適化区域部会」につきまして、

第１区域部会から第５区域部会まで、順番に報告をお願いします。

９ 番 白 岩 勝 委 員 【第１区域部会の報告】

１番佐々木英久委員 【第２区域部会の報告】

２番 武 藤 真 作 委 員 【第３区域部会の報告】

７番佐々木繁明委員 【第４区域部会の報告】
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１３番齊藤善彦委員 【第５区域部会の報告】

議 長 次に、会務報告２の「一般社団法人秋田県農業会議第64回常設審議委員

会」につきましては、私が報告します。

【会務報告２の報告】

議 長 次に、会務報告３の「令和３年度市町村農業委員会地区別研修会」につ

きましては事務局から報告をお願いします。

事 務 局 【会務報告３の報告】

( 小 林 技 師 )

議 長 次に、会務報告４の「令和３年度第４回農地利用最適化委員会」につき

ましては、１番佐々木英久委員から口頭で報告をお願いします。

１番佐々木英久委員 【会務報告４の報告】

議 長 次に、会務報告５の「農地法に係る諮問に対する答申について」から会

務報告11の「現況地目照会に係る回答について」までの７件について、事

務局から報告をお願いします。

事 務 局 【会務報告５から11までの報告】

( 住 谷 副 参 事 )

議 長 以上で会務報告の説明が終わりました。ただ今の会務報告につきまして、

ご質問、ご意見があるかたはお願いいたします。

一 同 なし。

議 長 ご質問がないようですので、次に、日程第４の議案に入らせていただき

ます。

はじめに、日程第４、議案第31号、農用地利用集積計画(令和３年度

第５号）に関する件を上程します。

事務局から説明をお願いします。

事 務 局 それでは、議案について説明いたします。

( 勝 田 主 席 主 査 ) はじめに、所有権移転の６件についてです。議案書の２ページから３ペ

ージをご覧ください。番号１。買い手は●●●、売り手は●●●。耕作面

積、耕作者数、土地の所在、地目、面積、10アール当たりの売買価格は、

議案書に記載のとおりです。このほか、合計６件すべて売買によるもので

す。

続きまして、利用権設定14件について説明いたします。番号１。借り手

は●●●、貸し手は●●●。耕作面積、耕作者数、土地の所在、地目、面

積、10アール当たりの賃借料、契約期間は、議案書に記載のとおりです。

このほか、合計14件のうち議案書７ページ、番号５以降の10件は、農地中
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事 務 局 間管理事業による利用権設定です。

( 勝 田 主 席 主 査 ) 以上、令和３年度第５号に関する案件については、農業経営基盤強化促

進法第18条第３項の各要件を満たしていると考えます。説明は以上です。

議 長 それでは、農用地利用集積計画について質疑を行います。ご質問、ご意

見があるかたはお願いいたします。

1 6 番 三 浦 宏 和 委 員 はい、議長。

議 長 三浦委員、どうぞ。

1 6 番 三 浦 宏 和 委 員 16番三浦です。賛否に直接関係はないのですが、事情を教えていただき

たくてお伺いします。普通の法人の場合は構成員のかたが所有権を獲得し、

その後に法人に利用権設定するのが常であると思っていたのですが、今回

●●●さんが所有権を取得される権利というのは法人としての経営方針は

あるのでしょうか。

議 長 ●●●委員いかがでしょうか。

● 番 ● 委 員 ●●●番●●●です。経営方針についてこの場で発言するのは差し控え

させていただきます。

議 長 三浦委員いかがでしょうか。

1 6 番 三 浦 宏 和 委 員 わかりました。

議 長 ほかにありませんか。

1 6 番 三 浦 宏 和 委 員 はい、議長

議 長 三浦委員、どうぞ。

1 6 番 三 浦 宏 和 委 員 16番三浦です。秋田市農業委員会としては、法人に対して所有権や賃借

権などの権利設定をする場合に明確な規定、ルールなどはあるのでしょう

か。

議 長 事務局から説明をお願いします。

事 務 局 特別にルールというものは設定しておりませんが、相談者が会社を経営

( 住 谷 副 参 事 ) している場合には、新たな会社を農業部門として立ち上げたいのか、今あ

る会社で事業を行いたいのかという希望を聞いた上で、なるべく希望する

形に導けるよう、指導を行っております。

議 長 三浦委員いかがでしょうか。

1 6 番 三 浦 宏 和 委 員 わかりました。
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議 長 ほかにありませんか。

一 同 なし。

議 長 はじめに、所有権移転について採決いたします。こちらは、議事参与案

件がございますので、先に議事参与案件から採決を行います。それでは、

はじめに案件４番について採決を行いますので●●●番の●●●委員の退

席をお願いします。

【●●●番 ●●●委員退席】

議 長 それでは、農用地利用集積計画、所有権移転の案件４番について、原案

のとおり決定することにご異議ございませんか。

一 同 異議なし。

議 長 「異議なし」の声がありましたので、案件４番について、原案のとおり

決定することにいたします。

●●●番の●●●委員の着席をお願いします。

【●●●番 ●●●委員着席】

議 長 それでは、議事参与案件であった、４番を除いた１番から６番の案件に

つきまして、一括して採決を行います。

これらの案件につきまして、原案のとおり決定することにご異議ござい

ませんか。

一 同 異議なし。

議 長 「異議なし」の声がありましたので、４番を除いた１番から６番の案件

につきまして、全て原案のとおり決定することにいたします。

次に、利用権設定について採決いたします。

こちらも、議事参与案件がございますので、先に議事参与案件から採決

を行います。

なお、本案件については、私にかかる議事参与案件ですので、ここで、

議事進行を４番鈴木昇会長職務代理者に交代し、退席いたします。

【18番佐々木会長退席】

【４番鈴木昇会長職務代理者議長席着席】

議 長 それでは、農用地利用集積計画、利用権設定の案件６番から９番の４件

(４ 番 鈴 木 昇 代 理 ) について、原案のとおり決定することにご異議ございませんか。

一 同 異議なし。

議 長 「異議なし」の声がありましたので、案件６番から９番の４件について、
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議 長 原案のとおり決定することにいたします。

ここで、議長を交代いたします。

18番佐々木会長の着席を求めます。

【４番鈴木昇会長職務代理者議長席退席】

【18番佐々木会長議長席着席】

議 長 次に、議事参与案件であった、６番から９番を除いた１番から14番の案

(佐々木吉秋会長 ) 件につきまして、一括して採決を行います。

これらの案件につきまして、原案のとおり決定することにご意義ござい

ませんか。

一 同 異議なし。

議 長 「異議なし」の声がありましたので、６番から９番を除いた１番から

14番の案件につきまして、全て原案のとおり決定することにいたします。

以上により、日程第４、議案第31号、農用地利用集積計画（令和３年度

第５号）に関する件は、全て原案のとおり決定することにいたします。

これをもちまして、議案審議は全て終了いたしました。

ご協力ありがとうございました。

（午後２時33分終了）


